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遺失物法施行規則の一部を改正する規則の施行について（通達）

遺失物法施行規則の一部を改正する規則（令和５年国家公安委員会規則第１号。以下「改

正規則」という。別添参照。）は、本日公布され、令和５年３月１日から施行されること

となった。改正の趣旨及び概要は下記のとおりであるので、事務処理上遺漏のないように

されたい。

以下この通達において、「規則」とは改正規則による改正後の遺失物法施行規則（平成

19年国家公安委員会規則第６号）をいい、「改正前規則」とは改正規則による改正前の遺

失物法施行規則をいう。

記

１ 改正の趣旨

共通基盤上に構築され、令和５年３月から段階的に都道府県警察において運用開始予

定である遺失物等の情報を管理するシステムでは、遺失届のオンライン提出が可能とな

るほか、警察内部の各種書類等の作成もシステム上で可能となる。

そのため、改正前規則の規定に基づき、書面により作成しなければならないこととさ

れている各種書類について、電磁的記録による作成も可能とするなどの改正を行うもの

である。

２ 改正の概要

(1) 拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿の廃止（規則第４条関係）

拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿を廃止し、拾得物件等の種類、

特徴等を任意の書面に記載又は電磁的に記録することとした。

(2) 掲示に代えて備え付け、かつ自由に閲覧させる書面の電子化（規則第９条第３項関係）

遺失者不明等の拾得物件に係る事項の公告について、当該事項を記載した書面の備

付け及び閲覧に代えて、当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項を警察署に

備え置く電子計算機の映像面に表示する方法等により行うことができることとした。

(3) 貴重物件の例示に個人番号カードを追加（規則第11条関係）

遺失者不明等である場合において他の警察本部長に通報する貴重な物件の例示とし

て、個人番号カードを追加することとした。

(4) 物件売却書及び物件処分書の電子化（規則第13条及び第16条関係）

拾得物件を売却又は処分した際に作成しなければならない物件売却書又は物件処分

書について、書面による作成に代えて電磁的記録による作成を認めることとした。

(5) 照会方法に関する規定の改正（規則第22条関係）



遺失物法（平成18年法律第73号）第12条に基づく照会の方法について、拾得物件関

係事項照会書を用いる方法のほか、「その他の適切な方法により行う」旨を規定した。

(6) 別記様式の改正（規則別記様式関係）

別記様式について、警察署長の検印欄（決裁欄）を削除するほか、拾得物件一覧簿

等を廃止したことによる様式番号の修正を行った。

(7) 経過措置（改正規則附則関係）

改正前規則に規定する様式による書面については、改正規則の施行後も当分の間使

用することができることとした。






















